
改

正

後

改

正

前

（
避
難
所
及
び
応
急
仮
設
住
宅
の
供
与
）

（
避
難
所
及
び
応
急
仮
設
住
宅
の
供
与
）

第
二
条

法
第
四
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
項
の
避
難
所
並
び
に
同
条
第
一
項
第

第
二
条

法
第
四
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
項
の
避
難
所
並
び
に
同
条
第
一
項
第

一
号
の
応
急
仮
設
住
宅
の
供
与
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
施
設
ご
と
に
、
当
該
各

一
号
の
応
急
仮
設
住
宅
の
供
与
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
施
設
ご
と
に
、
当
該
各

号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
こ
と
と
す
る
。

号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
こ
と
と
す
る
。

一

避
難
所

一

避
難
所

イ

［
略
］

イ

［
同
上
］

ロ

原
則
と
し
て
、
学
校
、
公
民
館
等
既
存
の
建
物
を
利
用
す
る
こ
と
。
た
だ

ロ

原
則
と
し
て
、
学
校
、
公
民
館
等
既
存
の
建
物
を
利
用
す
る
こ
と
。
た
だ

し
、
こ
れ
ら
適
当
な
建
物
を
利
用
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
は
、
野
外
に
移

し
、
こ
れ
ら
適
当
な
建
物
を
利
用
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
は
、
野
外
に
仮

動
可
能
な
施
設
、
車
両
等
を
設
置
し
、
又
は
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り

小
屋
を
設
置
し
、
天
幕
を
設
営
し
、
又
は
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
実

実
施
す
る
こ
と
。

施
す
る
こ
と
。

ハ

避
難
所
の
設
置
の
た
め
支
出
で
き
る
費
用
は
、
避
難
所
の
設
置
、
維
持
及

ハ

避
難
所
の
設
置
の
た
め
支
出
で
き
る
費
用
は
、
避
難
所
の
設
置
、
維
持
及

び
管
理
の
た
め
の
賃
金
職
員
等
雇
上
費
、
消
耗
器
材
費
、
建
物
の
使
用
謝

び
管
理
の
た
め
の
賃
金
職
員
等
雇
上
費
、
消
耗
器
材
費
、
建
物
の
使
用
謝

金
、
器
物
の
使
用
謝
金
、
借
上
費
又
は
購
入
費
、
光
熱
水
費
並
び
に
仮
設
便

金
、
器
物
の
使
用
謝
金
、
借
上
費
又
は
購
入
費
、
光
熱
水
費
並
び
に
仮
設
便

所
等
の
設
置
費
（
法
第
四
条
第
二
項
の
避
難
所
に
つ
い
て
は
、
災
害
が
発
生

所
等
の
設
置
費
（
法
第
四
条
第
二
項
の
避
難
所
に
つ
い
て
は
、
災
害
が
発
生

す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
必
要
と
な
る
別
に
定
め
る
経
費
）
と
し

す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
必
要
と
な
る
別
に
定
め
る
経
費
）
と
し

て
、
一
人
一
日
当
た
り
三
百
五
十
円
以
内
と
す
る
こ
と
。

て
、
一
人
一
日
当
た
り
三
百
四
十
円
以
内
と
す
る
こ
と
。

［
ニ
～
へ

略
］

［
ニ
～
へ

同
上
］

二

応
急
仮
設
住
宅

二

応
急
仮
設
住
宅

応
急
仮
設
住
宅
は
、
住
家
が
全
壊
、
全
焼
又
は
流
出
し
、
居
住
す
る
住
家
が

応
急
仮
設
住
宅
は
、
住
家
が
全
壊
、
全
焼
又
は
流
出
し
、
居
住
す
る
住
家
が

な
い
者
で
あ
っ
て
、
自
ら
の
資
力
で
は
住
家
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の

な
い
者
で
あ
っ
て
、
自
ら
の
資
力
で
は
住
家
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の

に
、
建
設
し
供
与
す
る
も
の
（
以
下
「
建
設
型
応
急
住
宅
」
と
い
う
。
）
、
民

に
、
建
設
し
供
与
す
る
も
の
（
以
下
「
建
設
型
応
急
住
宅
」
と
い
う
。
）
、
民



間
賃
貸
住
宅
を
借
上
げ
て
供
与
す
る
も
の
（
以
下
「
賃
貸
型
応
急
住
宅
」
と
い

間
賃
貸
住
宅
を
借
上
げ
て
供
与
す
る
も
の
（
以
下
「
賃
貸
型
応
急
住
宅
」
と
い

う
。
）
、
又
は
そ
の
他
適
切
な
方
法
に
よ
り
供
与
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

う
。
）
、
又
は
そ
の
他
適
切
な
方
法
に
よ
り
供
与
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ

建
設
型
応
急
住
宅

イ

建
設
型
応
急
住
宅

［
略
］

［
同
上
］

（1）

（1）

一
戸
当
た
り
の
規
模
は
、
応
急
救
助
の
趣
旨
を
踏
ま
え
、
実
施
主
体
が

一
戸
当
た
り
の
規
模
は
、
応
急
救
助
の
趣
旨
を
踏
ま
え
、
実
施
主
体
が

（2）

（2）

地
域
の
実
情
、
世
帯
構
成
等
に
応
じ
て
設
定
し
、
そ
の
設
置
の
た
め
に
支

地
域
の
実
情
、
世
帯
構
成
等
に
応
じ
て
設
定
し
、
そ
の
設
置
の
た
め
に
支

出
で
き
る
費
用
は
、
設
置
に
か
か
る
原
材
料
費
、
労
務
費
、
付
帯
設
備
工

出
で
き
る
費
用
は
、
設
置
に
か
か
る
原
材
料
費
、
労
務
費
、
付
帯
設
備
工

事
費
、
輸
送
費
及
び
建
築
事
務
費
等
の
一
切
の
経
費
と
し
て
、
六
百
八
十

事
費
、
輸
送
費
及
び
建
築
事
務
費
等
の
一
切
の
経
費
と
し
て
、
六
百
七
十

八
万
三
千
円
以
内
と
す
る
こ
と
。

七
万
五
千
円
以
内
と
す
る
こ
と
。

［

～

略
］

［

～

同
上
］

（3）

（7）

（3）

（7）

ロ

［
略
］

ロ

［
同
上
］

（
炊
き
出
し
そ
の
他
に
よ
る
食
品
の
給
与
及
び
飲
料
水
の
供
給
）

（
炊
き
出
し
そ
の
他
に
よ
る
食
品
の
給
与
及
び
飲
料
水
の
供
給
）

第
三
条

法
第
四
条
第
一
項
第
二
号
の
炊
き
出
し
そ
の
他
に
よ
る
食
品
の
給
与
及
び

第
三
条

法
第
四
条
第
一
項
第
二
号
の
炊
き
出
し
そ
の
他
に
よ
る
食
品
の
給
与
及
び

飲
料
水
の
供
給
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
救
助
ご
と
に
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と

飲
料
水
の
供
給
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
救
助
ご
と
に
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
行
う
こ
と
と
す
る
。

こ
ろ
に
よ
り
行
う
こ
と
と
す
る
。

一

炊
き
出
し
そ
の
他
に
よ
る
食
品
の
給
与

一

炊
き
出
し
そ
の
他
に
よ
る
食
品
の
給
与

イ

ロ

同
上
］

［
イ
・
ロ

略
］

［

・

ハ

炊
き
出
し
そ
の
他
に
よ
る
食
品
の
給
与
を
実
施
す
る
た
め
支
出
で
き
る
費

炊
き
出
し
そ
の
他
に
よ
る
食
品
の
給
与
を
実
施
す
る
た
め
支
出
で
き
る
費

ハ

用
は
、
主
食
、
副
食
及
び
燃
料
等
の
経
費
と
し
て
一
人
一
日
当
た
り
千
三
百

用
は
、
主
食
、
副
食
及
び
燃
料
等
の
経
費
と
し
て
一
人
一
日
当
た
り
千
二
百

三
十
円
以
内
と
す
る
こ
と
。

三
十
円
以
内
と
す
る
こ
と
。

ニ

［
同
上
］

ニ

［
略
］

二

［
同
上
］

二

［
略
］



（
被
服
、
寝
具
そ
の
他
生
活
必
需
品
の
給
与
又
は
貸
与
）

（
被
服
、
寝
具
そ
の
他
生
活
必
需
品
の
給
与
又
は
貸
与
）

第
四
条

法
第
四
条
第
一
項
第
三
号
の
被
服
、
寝
具
そ
の
他
生
活
必
需
品
の
給
与
又

第
四
条

法
第
四
条
第
一
項
第
三
号
の
被
服
、
寝
具
そ
の
他
生
活
必
需
品
の
給
与
又

は
貸
与
（
以
下
「
生
活
必
需
品
の
給
与
等
」
と
い
う
。
）
は
、
次
の
各
号
に
定
め

は
貸
与
（
以
下
「
生
活
必
需
品
の
給
与
等
」
と
い
う
。
）
は
、
次
の
各
号
に
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
こ
と
と
す
る
。

る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
こ
と
と
す
る
。

［
一･

二

略
］

［
一･

二

同
上
］

三

生
活
必
需
品
の
給
与
等
の
た
め
支
出
で
き
る
費
用
は
、
季
別
及
び
世
帯
区
分

三

生
活
必
需
品
の
給
与
等
の
た
め
支
出
で
き
る
費
用
は
、
季
別
及
び
世
帯
区
分

に
よ
り
一
世
帯
当
た
り
次
に
掲
げ
る
額
以
内
と
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い

に
よ
り
一
世
帯
当
た
り
次
に
掲
げ
る
額
以
内
と
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
は
、
季
別
は
、
夏
季
（
四
月
か
ら
九
月
ま
で
の
期
間
を
い
う
。
以
下
同

て
は
、
季
別
は
、
夏
季
（
四
月
か
ら
九
月
ま
で
の
期
間
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
及
び
冬
季
（
十
月
か
ら
三
月
ま
で
の
期
間
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
と

じ
。
）
及
び
冬
季
（
十
月
か
ら
三
月
ま
で
の
期
間
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
と

し
、
災
害
発
生
の
日
を
も
っ
て
決
定
す
る
こ
と
。

し
、
災
害
発
生
の
日
を
も
っ
て
決
定
す
る
こ
と
。

イ

住
家
の
全
壊
、
全
焼
又
は
流
失
に
よ
り
被
害
を
受
け
た
世
帯

イ

住
家
の
全
壊
、
全
焼
又
は
流
失
に
よ
り
被
害
を
受
け
た
世
帯

一
人
世
帯

二
人
世
帯

三
人
世
帯

四
人
世
帯

五
人
世
帯

世
帯
員
数
が

季
別

一
人
世
帯

二
人
世
帯

三
人
世
帯

四
人
世
帯

五
人
世
帯

世
帯
員
数
が

季
別

の
額

の
額

の
額

の
額

の
額

六
人
以
上
一

の
額

の
額

の
額

の
額

の
額

六
人
以
上
一

人
を
増
す
ご

人
を
増
す
ご

と
に
加
算
す

と
に
加
算
す

る
額

る
額

一
万
九
千

二
万
五
千

三
万
七
千

四
万
五
千

五
万
七
千

八
千
三
百
円

夏
季

一
万
九
千

二
万
四
千

三
万
六
千

四
万
三
千

五
万
五
千

八
千
円

夏
季

八
百
円

四
百
円

七
百
円

円

円

二
百
円

六
百
円

五
百
円

六
百
円

二
百
円



三
万
二
千

四
万
二
千

五
万
九
千

六
万
九
千

八
万
七
千

一
万
二
千
円

冬
季

三
万
千
八

四
万
千
百

五
万
七
千

六
万
六
千

八
万
四
千

一
万
千
六
百

冬
季

八
百
円

四
百
円

円

円

円

百
円

円

二
百
円

九
百
円

三
百
円

円

ロ

住
家
の
半
壊
、
半
焼
又
は
床
上
浸
水
に
よ
り
被
害
を
受
け
た
世
帯

ロ

住
家
の
半
壊
、
半
焼
又
は
床
上
浸
水
に
よ
り
被
害
を
受
け
た
世
帯

季
別

一
人
世
帯

二
人
世
帯

三
人
世
帯

四
人
世
帯

五
人
世
帯

世
帯
員
数
が

季
別

一
人
世
帯

二
人
世
帯

三
人
世
帯

四
人
世
帯

五
人
世
帯

世
帯
員
数
が

の
額

の
額

の
額

の
額

の
額

六
人
以
上
一

の
額

の
額

の
額

の
額

の
額

六
人
以
上
一

人
を
増
す
ご

人
を
増
す
ご

と
に
加
算
す

と
に
加
算
す

る
額

る
額

夏
季

六
千
五
百

八
千
七
百

一
万
三
千

一
万
五
千

二
万
円

二
千
八
百
円

夏
季

六
千
三
百

八
千
四
百

一
万
二
千

一
万
五
千

一
万
九
千

二
千
七
百
円

円

円

円

九
百
円

円

円

六
百
円

四
百
円

四
百
円

冬
季

一
万
四
百

一
万
三
千

一
万
九
千

二
万
三
千

二
万
九
千

三
千
八
百
円

冬
季

一
万
百
円

一
万
三
千

一
万
八
千

二
万
二
千

二
万
八
千

三
千
七
百
円

円

六
百
円

四
百
円

円

円

二
百
円

八
百
円

三
百
円

百
円

四

［
略
］

四

［
同
上
］

（
被
災
し
た
住
宅
の
応
急
修
理
）

（
被
災
し
た
住
宅
の
応
急
修
理
）



第
七
条

法
第
四
条
第
一
項
第
六
号
の
被
災
し
た
住
宅
の
応
急
修
理
は
、
次
の
各
号

第
七
条

法
第
四
条
第
一
項
第
六
号
の
被
災
し
た
住
宅
の
応
急
修
理
は
、
次
の
各
号

に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
こ
と
と
す
る
。

に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
こ
と
と
す
る
。

一

住
家
の
被
害
の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
の
緊
急
の
修
理

住
家
の
被
害
の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
の
緊
急
の
修
理

一

［
同
上
］

イ

［
略
］

イ

ロ

住
家
の
被
害
の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
の
緊
急
の
修
理
が
必
要
な
部
分
に

ロ

住
家
の
被
害
の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
の
緊
急
の
修
理
が
必
要
な
部
分
に

対
し
、
合
成
樹
脂
シ
ー
ト
、
ロ
ー
プ
、
土
の
う
等
を
用
い
て
行
う
も
の
と

対
し
、
合
成
樹
脂
シ
ー
ト
、
ロ
ー
プ
、
土
の
う
等
を
用
い
て
行
う
も
の
と

し
、
そ
の
修
理
の
た
め
に
支
出
で
き
る
費
用
は
、
一
世
帯
当
た
り
五
万
千
五

し
、
そ
の
修
理
の
た
め
に
支
出
で
き
る
費
用
は
、
一
世
帯
当
た
り
五
万
円
以

百
円
以
内
と
す
る
こ
と
。

内
と
す
る
こ
と
。

［
同
上
］

ハ

［
略
］

ハ

二

日
常
生
活
に
必
要
な
最
小
限
度
の
部
分
の
修
理

二

日
常
生
活
に
必
要
な
最
小
限
度
の
部
分
の
修
理

イ

［
略
］

イ

［
同
上
］

ロ

居
室
、
炊
事
場
、
便
所
等
日
常
生
活
に
必
要
最
小
限
度
の
部
分
に
対
し
、

ロ

居
室
、
炊
事
場
、
便
所
等
日
常
生
活
に
必
要
最
小
限
度
の
部
分
に
対
し
、

現
物
を
も
っ
て
行
う
も
の
と
し
、
そ
の
修
理
の
た
め
に
支
出
で
き
る
費
用

現
物
を
も
っ
て
行
う
も
の
と
し
、
そ
の
修
理
の
た
め
に
支
出
で
き
る
費
用

は
、
一
世
帯
当
た
り
次
に
掲
げ
る
額
以
内
と
す
る
こ
と
。

は
、
一
世
帯
当
た
り
次
に
掲
げ
る
額
以
内
と
す
る
こ
と
。

に
掲
げ
る
世
帯
以
外
の
世
帯

七
十
一
万
七
千
円

に
掲
げ
る
世
帯
以
外
の
世
帯

七
十
万
六
千
円

（1）

（2）

（1）

（2）

半
壊
又
は
半
焼
に
準
ず
る
程
度
の
損
傷
に
よ
り
被
害
を
受
け
た
世
帯

半
壊
又
は
半
焼
に
準
ず
る
程
度
の
損
傷
に
よ
り
被
害
を
受
け
た
世
帯

（2）

（2）

三
十
四
万
八
千
円

三
十
四
万
三
千
円

ハ

［
略
］

ハ

［
同
上
］

（
学
用
品
の
給
与
）

（
学
用
品
の
給
与
）

第
九
条

法
第
四
条
第
一
項
第
八
号
の
学
用
品
の
給
与
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と

第
九
条

法
第
四
条
第
一
項
第
八
号
の
学
用
品
の
給
与
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
行
う
こ
と
と
す
る
。

こ
ろ
に
よ
り
行
う
こ
と
と
す
る
。

［
一･

二

略
］

［

同
上
］

一･

二



三

学
用
品
の
給
与
の
た
め
支
出
で
き
る
費
用
は
、
次
の
額
以
内
と
す
る
こ
と
。

学
用
品
の
給
与
の
た
め
支
出
で
き
る
費
用
は
、
次
の
額
以
内
と
す
る
こ
と
。

三

イ

［
略
］

［
同
上
］

イロ

文
房
具
費
及
び
通
学
用
品
費

ロ

文
房
具
費
及
び
通
学
用
品
費

小
学
校
児
童

一
人
当
た
り

五
千
二
百
円

小
学
校
児
童

一
人
当
た
り

四
千
八
百
円

（1）

（1）

中
学
校
生
徒

一
人
当
た
り

五
千
五
百
円

中
学
校
生
徒

一
人
当
た
り

五
千
百
円

（2）

（2）

高
等
学
校
等
生
徒

一
人
当
た
り

六
千
円

高
等
学
校
等
生
徒

一
人
当
た
り

五
千
六
百
円

（3）

（3）

四

［
同
上
］

四

［
略
］

（
埋
葬
）

（
埋
葬
）

法
第
四
条
第
一
項
第
九
号
の
埋
葬
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

法
第
四
条
第
一
項
第
九
号
の
埋
葬
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

第
十
条

第
十
条

り
行
う
こ
と
と
す
る
。

り
行
う
こ
と
と
す
る
。

一･

二

略
］

一･

二

同
上
］

［

［

埋
葬
の
た
め
支
出
で
き
る
費
用
は
、
一
体
当
た
り
大
人
二
十
二
万
六
千
百
円

埋
葬
の
た
め
支
出
で
き
る
費
用
は
、
一
体
当
た
り
大
人
二
十
一
万
九
千
百
円

三

三

以
内
、
小
人
十
八
万
八
百
円
以
内
と
す
る
こ
と
。

以
内
、
小
人
十
七
万
五
千
二
百
円
以
内
と
す
る
こ
と
。

四

［
略
］

四

［
同
上
］

（
死
体
の
捜
索
及
び
処
理
）

（
死
体
の
捜
索
及
び
処
理
）

第
十
一
条

法
第
四
条
第
一
項
第
十
号
の
規
定
に
基
づ
く
令
第
二
条
第
一
号
の
死
体

第
十
一
条

法
第
四
条
第
一
項
第
十
号
の
規
定
に
基
づ
く
令
第
二
条
第
一
号
の
死
体

の
捜
索
及
び
処
理
は
、
次
の

各
号
に
掲
げ
る
救
助
ご
と
に
、
当
該
各
号
に
定
め

の
捜
索
及
び
処
理
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
救
助
ご
と
に
、
当
該
各
号
に
定
め
る

る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
こ
と
と
す
る
。

と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
こ
と
と
す
る
。

一

［
略
］

一

［
同
上
］

二

死
体
の
処
理

二

死
体
の
処
理

イ
～
ハ

略
］

イ
～
ハ

同
上
］

［

［



ニ

死
体
の
処
理
の
た
め
支
出
で
き
る
費
用
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る

ニ

死
体
の
処
理
の
た
め
支
出
で
き
る
費
用
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る

こ
と
。

こ
と
。

死
体
の
洗
浄
、
縫
合
、
消
毒
等
の
処
理
の
た
め
の
費
用
は
、
一
体
当
た

死
体
の
洗
浄
、
縫
合
、
消
毒
等
の
処
理
の
た
め
の
費
用
は
、
一
体
当
た

（1）

（1）

り
三
千
六
百
円
以
内
と
す
る
こ
と
。

り
三
千
五
百
円
以
内
と
す
る
こ
と
。

死
体
の
一
時
保
存
の
た
め
の
費
用
は
、
死
体
を
一
時
収
容
す
る
た
め
の

死
体
の
一
時
保
存
の
た
め
の
費
用
は
、
死
体
を
一
時
収
容
す
る
た
め
の

（2）

（2）

既
存
の
建
物
を
利
用
す
る
場
合
は
当
該
施
設
の
借
上
費
に
つ
い
て
通
常
の

既
存
の
建
物
を
利
用
す
る
場
合
は
当
該
施
設
の
借
上
費
に
つ
い
て
通
常
の

実
費
と
し
、
既
存
の
建
物
を
利
用
で
き
な
い
場
合
は
一
体
当
た
り
五
千
七

実
費
と
し
、
既
存
の
建
物
を
利
用
で
き
な
い
場
合
は
一
体
当
た
り
五
千
五

百
円
以
内
と
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
死
体
の
一
時
保
存
に
ド

百
円
以
内
と
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
死
体
の
一
時
保
存
に
ド

ラ
イ
ア
イ
ス
の
購
入
費
等
の
経
費
が
必
要
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
地
域
に

ラ
イ
ア
イ
ス
の
購
入
費
等
の
経
費
が
必
要
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
地
域
に

お
け
る
通
常
の
実
費
を
加
算
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

お
け
る
通
常
の
実
費
を
加
算
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

［
略
］

［
同
上
］

（3）

（3）

ホ

［
略
］

ホ

［
同
上
］

（
災
害
に
よ
っ
て
住
居
又
は
そ
の
周
辺
に
運
ば
れ
た
土
石
、
竹
木
等
で
、
日
常
生

（
災
害
に
よ
っ
て
住
居
又
は
そ
の
周
辺
に
運
ば
れ
た
土
石
、
竹
木
等
で
、
日
常
生

活
に
著
し
い
支
障
を
及
ぼ
し
て
い
る
も
の
の
除
去
）

活
に
著
し
い
支
障
を
及
ぼ
し
て
い
る
も
の
の
除
去
）

第
十
二
条

法
第
四
条
第
一
項
第
十
号
の
規
定
に
基
づ
く
令
第
二
条
第
二
号
の
災
害

第
十
二
条

法
第
四
条
第
一
項
第
十
号
の
規
定
に
基
づ
く
令
第
二
条
第
二
号
の
災
害

に
よ
っ
て
住
居
又
は
そ
の
周
辺
に
運
ば
れ
た
土
石
、
竹
木
等
で
、
日
常
生
活
に
著

に
よ
っ
て
住
居
又
は
そ
の
周
辺
に
運
ば
れ
た
土
石
、
竹
木
等
で
、
日
常
生
活
に
著

し
い
支
障
を
及
ぼ
し
て
い
る
も
の
（
以
下
「
障
害
物
」
と
い
う
。
）
の
除
去
は
、

し
い
支
障
を
及
ぼ
し
て
い
る
も
の
（
以
下
「
障
害
物
」
と
い
う
。
）
の
除
去
は
、

次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
こ
と
と
す
る
。

次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
こ
と
と
す
る
。

一

［
略
］

一

［
同
上
］

二

障
害
物
の
除
去
の
た
め
支
出
で
き
る
費
用
は
、
ロ
ー
プ
、
ス
コ
ッ
プ
そ
の
他

二

障
害
物
の
除
去
の
た
め
支
出
で
き
る
費
用
は
、
ロ
ー
プ
、
ス
コ
ッ
プ
そ
の
他

除
去
の
た
め
必
要
な
機
械
、
器
具
等
の
借
上
費
又
は
購
入
費
、
輸
送
費
、
賃
金

除
去
の
た
め
必
要
な
機
械
、
器
具
等
の
借
上
費
又
は
購
入
費
、
輸
送
費
、
賃
金

職
員
等
雇
上
費
等
と
し
、
市
町
村
内
に
お
い
て
障
害
物
の
除
去
を
行
っ
た
一
世

職
員
等
雇
上
費
等
と
し
、
市
町
村
内
に
お
い
て
障
害
物
の
除
去
を
行
っ
た
一
世



帯
当
た
り
の
平
均
が
十
四
万
円
以
内
と
す
る
こ
と
。

帯
当
た
り
の
平
均
が
十
三
万
八
千
七
百
円
以
内
と
す
る
こ
と
。

三

［
同
上
］

三

［
略
］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。


